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No.社報タイトル「調和」は社内で

掲げる令和２年の標語です。 

● ４月１０日  

１．３月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

 

● ４月３０日  

２．２月決算法人の確定申告  

  <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 

３．２月，５月，８月，１１月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告  

  <消費税・地方消費税> 

４．８月決算法人の中間申告 

  <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>（半期分） 

５．消費税の年税額が 400 万円超の５月，８月，１１月決算法人の３月ごとの中間 

  申告 <消費税・地方消費税> 

６．消費税の年税額が 4,800 万円超の１月，２月決算法人を除く法人の１月ごとの 

  中間申告（１２月決算法人は２か月分） <消費税・地方消費税> 

 

● ４月中において市町村の条例で定める日  

７．固定資産税（都市計画税）の第１期分の納付 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在流行している感染症対策について 

 

現在、新型コロナウイルスが猛威を振るわせていますが、気を

付けなければならないのはコロナウイルスだけではありません。

例年、この時期にはインフルエンザやノロウイルスなど、気を付

けなければならないウイルスがあります。 

 

病気を引き起こす原因は手を仲介してウイルスや細菌が体内に

侵入し、発症するといわれています。トイレの後、食事の前、 

外出後は必ず手洗いを20、30秒心がけ、予防しましょう。 

 

一人一人の予防が、周りへの感染を防ぐことにつながります。

しっかりと感染症対策をして、病にかからないようにしましょう。 

 

 

石塚 始夢 

海外不動産所得の制限について 

 

昨年の税制改正大綱により、令和3年より、海外不動産所得により生じた損失については一

定の制限がかかることとなりました。具体的には、国外の中古建物から生じる不動産所得を有

し、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは、その

損失の金額のうち、国外中古建物の償却費に相当する金額は、生じなかったものとみなされま

す。 

 

この改正により、海外の中古不動産を利用した所得税の還付スキームは、今後利用できなく

なりますのでご注意ください。 

 

また、上記により償却費とみなされなかった金額は、売却の際、譲渡所得の金額の計算上、

償却費の累計額から除かれる処置がとられる予定です。 


